
経 済 産 業 省

平成23･07･28商第5号

平成２３年８月９日

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部を改正する

基準を次のように制定する。

経済産業大臣 海江田 万里

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部

を改正する基準

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準（平成１４・０３・

１３商第６号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

１ この基準は、平成２３年１１月１日から施行する。

２ この基準の適用について、施行後３年間は、なお従前の例によることができる。



（別紙）

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部を改正する新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準（平成１４・０３・１３商第６号）

改 正 後 現 行

１～4 （略） １～４ （略）

表１．電気安全に関する基準 表１．電気安全に関する基準

基 準 基 準

備 考 備 考

基準番号 表 題 本 文※ 基準番号 表 題 本 文※

J60065( オーディオ，ビデオ及 日本工業 International Electrotech J60065( オーディオ、ビデオ及 日本工業 International Electrotech
H23) び類似の電子機器－安 規格（以 nical Commission規格 H20) び類似の電子機器－安 規格（以 nical Commission規格

全性要求事項 下「JIS」 （以下「IEC」という 全性要求事項 下「JIS」 （以下「IEC」という

という。 。） 60065(2001),Am という。 。） 60065(2001)に対

） C 6065 d.No.1(2005)に対応 ） C 6065 応

:2007+追 :2007
補1(2009)

J60068-2 （略） J60068-2 （略）

-2(H14) -2(H14)
) )

～ ～
J60155( （略） J60155( （略）

H14) H14)

J60227-1 定格電圧450/750 V以下 JIS C 366 IEC 60227-1(2007)に J60227-1 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-1(1993),A
(H23) の塩化ビニル絶縁ケー 2-1:2009 対応 (H20) の塩化ビニル絶縁ケー 2-1:2003 md.No.1(1995),Amd.N

ブル－ ブル－ o.2(1998)に対応



第１部：通則 第１部：一般的要求事

項

J60227-2 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-2(1997),A J60227-2 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-2(1997)に
(H23) の塩化ビニル絶縁ケー 2-2:2009 md.No.1(2003)に対応 (H20) の塩化ビニル絶縁ケー 2-2:2003 対応

ブル－ ブル－

第２部：試験方法 第２部：試験方法

J60227-3 （略） J60227-3 （略）

(H20) (H20)

J60227-4 （略） J60227-4 （略）

(H20) (H20)

J60227-5 定格電圧450/750 V以下 JIS C 366 IEC 60227-5(1997),A J60227-5 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-5(1997),A
(H23) の塩化ビニル絶縁ケー 2-5:2009 md.No.1(1997),Amd.N (H20) の塩化ビニル絶縁ケー 2-5:2003 md.No.1(1997)に対応

ブル－ o.2(2003)に対応 ブル－

第５部：可とうケーブ 第５部：可とうケーブ

ル（コード） ル（コード）

J60227-7 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-7(1995),A J60227-7 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60227-7(1995)に
(H23) の塩化ビニル絶縁ケー 2-7:2010 md.No.1(2003)に対応 (H20) の塩化ビニル絶縁ケー 2-7:2003 対応

ブル－ ブル－

第７部：遮へい付き又 第７部：遮へい付き又

は遮へいなしの２心以 は遮へいなしの２心以

上の多心可とうケーブ 上の多心可とうケーブ

ル ル

J60228( （略） J60228( （略）

H14) H14)



J60238( （略） J60238( （略）

H20) H20)

J60245-1 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60245-1(2003),A J60245-1 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60245-1(2003)に
(H23) のゴム絶縁ケーブル－ 3-1:2010 md.No.1(2007)に対応 (H21) のゴム絶縁ケーブル－ 3-1:2007 対応

第１部：通則 第１部：一般的要求事

項

J60245-2 （略） J60245-2 （略）

(H20) (H20)

～ ～

J60245-7 （略） J60245-7 （略）

(H20) (H20)

J60245-8 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60245-8(1998),A J60245-8 定格電圧450/750V以下 JIS C 366 IEC 60245-8(1998)に
(H23) のゴム絶縁ケーブル－ 3-8:2010 md.No.1(2003)に対応 (H20) のゴム絶縁ケーブル－ 3-8:2003 対応

第８部：高可とう性コ 第８部：高可とう性コ

ード ード

J60269-1 （略） J60269-1 （略）

(H14) (H14)

～ ～

J60269-J （略） J60269-J （略）

1(H14) 1(H14)

J60309-1 工業用プラグ，コンセ JIS C 828 IEC 60309-1(1999),A J60309-1 工業用プラグ、コンセ JIS C 828 IEC 60309-1(1999)に
(H23) ント及びカプラ 5:2010 md.No.1(2005)に対応 (H20) ント及びカプラ－ 5-1:2007 対応

第１部：通則



J60320-1 （略） J60320-1 （略）

(H21) (H21)
～ ～

J60335-2 （略） J60335-2 （略）

-J1(H14) -J1(H14)

J60335-2 家庭用及びこれに類す JIS C 933 J60335-2 家庭用及びこれに類す 別紙104
-J2(H23) る電気機器の安全性－ 5-2-202:20 -J2(H14) る電気機器の安全

第２－２０２部：電気 09 パート２：電気こたつ

こたつの個別要求事項 の個別要求事項

J60335-2 家庭用及びこれに類す JIS C 933 J60335-2 家庭用及びこれに類す 別紙105
-J3(H23) る電気機器の安全性－ 5-2-203:20 -J3(H14) る電気機器の安全

第２－２０３部：ハー 09 パート２：ハードあん

ドあんかの個別要求事 かの個別要求事項

項

J60335-2 （略） J60335-2 （略）

-J5(H14) -J5(H14)

～ ～

J60335-2 （略） J60335-2 （略）

-J8(H14) -J8(H14)

J60335-2 家庭用及びこれに類す JIS C 933 （新設）

-J9(H23) る電気機器の安全性－ 5-2-209:20
第２－２０９部：家庭 09
用電気治療器の個別要

求事項

J60335-2 （略） J60335-2 （略）



-J10(H21 -J10(H21
) )

～ ～

J60384-1 （略） J60384-1 （略）

4(H14) 4(H14)

J60400( 蛍光灯ソケット及びス JIS C 832 IEC 60400(2008)に対 J60400( 蛍光灯用ソケット及び 別紙110 IEC 60400(1999)に対

H23) タータソケット 4:2010 応 H14) グロースタータソケッ 応

ト

J60432-1 （略） J60432-1 （略）

(H14) (H14)

～ ～

J60584-1 （略） J60584-1 （略）

(H14) (H14)

J60598-1 照明器具 別紙116 IEC 60598-1(1996),A J60598-1 照明器具 別紙116 IEC 60598-1(1996),A
(4.1版-H パート１：一般要求事 md.No.1(1998)に対応 (H14) パート１：一般要求事 md.No.1(1998)に対応

14) 項及び試験（以下「４ 項及び試験

．１版対応のパート１

」という。）

J60598-1 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-1(2008)に （新設）

(7版-H2 第１部：安全性要求事 5-1:2010 対応

3) 項通則

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-1(1979), J60598-2 照明器具 別紙117 IEC 60598-2-1(1979),
-1(H23) 第２－１部：定着灯器 5-2-1:1999 Amd.No.1(1987)に対 -1(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987)に対

具に関する安全性要求 +追補1(2 応 項 応

事項 010) セクション１：定着灯



器具

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-2(1996), J60598-2 照明器具 別紙118 IEC 60598-2-2(1996),
-2(H23) 第２－２部：埋込み形 5-2-2:2003 Amd.No.1(1997)に対 -2(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1997)に対

照明器具に関する安全 +追補1(2 応 項 応

性要求事項 010) セクション２：埋込型

照明器具

J60598-2 照明器具 別紙119 IEC 60598-2-3(1993), J60598-2 照明器具 別紙119 IEC 60598-2-3(1993),
-3(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1997)に対 -3(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1997)に対

項 応 項 応

セクション３：道路及 セクション３：道路及

び街路用照明器具(４． び街路用照明器具

１版対応のパート１を

併用する)

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-4(1997) J60598-2 照明器具 別紙120 IEC 60598-2-4(1997)
-4(H23) 第２－４部：一般用移 5-2-4:2003 に対応 -4(H14) パート２：個別要求事 に対応

動灯器具に関する安全 +追補1(2 項

性要求事項 010) セクション４：一般用

移動灯器具

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-5(1998) J60598-2 照明器具 別紙121 IEC 60598-2-5(1998)
-5(H23) 第２－５部：投光器に 5-2-5:2003 に対応 -5(H14) パート２：個別要求事 に対応

関する安全性要求事項 +追補1(2 項

010) セクション５：投光器

J60598-2 照明器具 別紙122 IEC 60598-2-6(1994), J60598-2 照明器具 別紙122 IEC 60598-2-6(1994),
-6(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1996)に対 -6(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1996)に対

項 応 項 応



セクション６：変圧器 セクション６：変圧器

内蔵白熱灯器具(４．１ 内蔵白熱灯器具

版対応のパート１を併

用する)

J60598-2 照明器具 別紙123 IEC 60598-2-7(1982), J60598-2 照明器具 別紙123 IEC 60598-2-7(1982),
-7(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987),Amd. -7(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987),Amd.

項 No.2(1994)に対応 項 No.2(1994)に対応

セクション７：可搬式 セクション７：可搬式

庭園灯器具(４．１版対 庭園灯器具

応のパート１を併用す

る)

J60598-2 照明器具 別紙124 IEC 60598-2-8(1996) J60598-2 照明器具 別紙124 IEC 60598-2-8(1996)
-8(H14) パート２：個別要求事 に対応 -8(H14) パート２：個別要求事 に対応

項 項

セクション８：ハンド セクション８：ハンド

ランプ(４．１版対応の ランプ

パート１を併用する)

J60598-2 照明器具 別紙125 IEC 60598-2-9(1987), J60598-2 照明器具 別紙125 IEC 60598-2-9(1987),
-9(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1993)に対 -9(H14) パート２：個別要求事 Amd.No.1(1993)に対

項 応 項 応

セクション９：写真及 セクション９：写真及

び映画照明器具（ノン び映画照明器具（ノン

プロフェッショナル）( プロフェッショナル）

４．１版対応のパート

１を併用する)

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-12(2006) （新設）



-12(H23 第２－１２部：電源コ 5-2-12:200 に対応

) ンセント取付形常夜灯 9
に関する安全性要求事

項

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-13(2006) （新設）

-13(H23 第２－１３部：地中埋 5-2-13:200 に対応

) 込み形照明器具に関す 9
る安全性要求事項

J60598-2 照明器具 別紙126 IEC 60598-2-17(1984), J60598-2 照明器具 別紙126 IEC 60598-2-17(1984),
-17(H14 パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987),Amd. -17(H14 パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987),Amd.
) 項 No.2(1990)に対応 ) 項 No.2(1990)に対応

セクション17：舞台照 セクション17：舞台照

明、テレビ、映画及び 明、テレビ、映画及び

写真スタジオ用の照明 写真スタジオ用の照明

器具（屋外、屋内用）( 器具（屋外、屋内用）

４．１版対応のパート

１を併用する)

J60598-2 照明器具－ JIS C 810 IEC 60598-2-19(1981), J60598-2 照明器具 別紙127 IEC 60598-2-19(1981),
-19(H23 第２－１９部：空調照 5-2-19:201 Amd.No.1(1987),Amd. -19(H14 パート２：個別要求事 Amd.No.1(1987),Amd.
) 明器具に関する安全性 0 No.2(1997)に対応 ) 項 No.2(1997)に対応

要求事項 セクション19：空調照

明器具（安全要求事項

）

J60598-2 照明器具 別紙128 IEC 60598-2-20(1996), J60598-2 照明器具 別紙128 IEC 60598-2-20(1996),
-20(H14 パート２：個別要求事 Amd.No.1(1998)に対 -20(H14 パート２：個別要求事 Amd.No.1(1998)に対

) 項 応 ) 項 応



セクション20：ライテ セクション20：ライテ

ィングチェーン(４．１ ィングチェーン

版対応のパート１を併

用する)

J60598-2 照明器具 別紙129 IEC 60598-2-22(1997) J60598-2 照明器具 別紙129 IEC 60598-2-22(1997)
-22(H14 パート２：個別要求事 に対応 -22(H14 パート２：個別要求事 に対応

) 項 ) 項

セクション22：非常時 セクション22：非常時

用照明器具(４．１版対 用照明器具

応のパート１を併用す

る)

J60669-1 （略） J60669-1 （略）

(H14) (H14)

～ ～

J60707( （略） J60707( （略）

H14) H14)

J60730-1 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-1(1999),A J60730-1 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-1(1999)に
(H23) る用途の自動電気制御 0-1:2010 md.No.1(2003),Amd.N (H20) る用途の自動電気制御 0-1:2004 対応

装置－ o.2(2007)に対応 装置－

第１部：一般要求事項 第１部：一般要求事項

（削除） J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-1(1989)
-1(H14) る用途の自動電気制御 0-2-1:2000 に対応

装置－

第２－１部：家庭用電

気機器の電気制御装置



の個別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-2(2001), J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-2(2001)
-2(H23) る用途の自動電気制御 0-2-2:2010 Amd.No.1(2005)に対 -2(H20) る用途の自動電気制御 0-2-2:2004 に対応

装置－ 応 装置－

第２－２部：感熱式モ 第２－２部：感熱式モ

ータ保護装置の個別要 ータ保護装置の個別要

求事項 求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-3(2006) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-3(1990),
-3(H23) る用途の自動電気制御 0-2-3:2010 に対応 -3(H20) る用途の自動電気制御 0-2-3:2004 Amd.No.1(1995),Amd.

装置－ 装置－ No.2(2001)に対応

第２－３部：蛍光ラン 第２－３部：蛍光ラン

プ用安定器の感熱式保 プ用安定器の温度保護

護装置の個別要求事項 装置の個別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-4(2006) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-4(1990),
-4(H23) る用途の自動電気制御 0-2-4:2010 に対応 -4(H20) る用途の自動電気制御 0-2-4:2004 Amd.No.1(1994),Amd.

装置－ 装置－ No.2(2001)に対応

第２－４部：密閉形及 第２－４部：密閉形及

び半密閉形の電動圧縮 び半密閉形の電動圧縮

機用の感熱式モータ保 機用の感熱式モータ保

護装置の個別要求事項 護装置の個別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-5(2000), J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-5(2000)
-5(H23) る用途の自動電気制御 0-2-5:2010 Amd.No.1(2004)に対 -5(H20) る用途の自動電気制御 0-2-5:2004 に対応

装置－ 応 装置－

第２－５部：自動電気 第２－５部：バーナ制

バーナコントロールシ 御システムの個別要求

ステムの個別要求事項 事項



J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-6(2007) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-6(1991),
-6(H23) る用途の自動電気制御 0-2-6:2010 に対応 -6(H20) る用途の自動電気制御 0-2-6:2004 Amd.No.1(1994),Amd.

装置－ 装置－ No.2(1997)に対応

第２－６部：機械的要 第２－６部：機械的要

求事項を含む自動電気 求事項を含む自動圧力

圧力検出制御装置の個 検出電気制御装置の個

別要求事項 別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-7(2008) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-7(1990),
-7(H23) る用途の自動電気制御 0-2-7:2010 に対応 -7(H20) る用途の自動電気制御 0-2-7:2004 Amd.No.1(1994)に対

装置－ 装置－ 応

第２－７部：タイマ及 第２－７部：タイマ及

びタイムスイッチの個 びタイマスイッチの個

別要求事項 別要求事項

J60730-2 （略） J60730-2 （略）

-8(H20) -8(H20)

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-9(2008) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-9(2000),
-9(H23) る用途の自動電気制御 0-2-9:2010 に対応 -9(H20) る用途の自動電気制御 0-2-9:2004 Amd.No.1(2002)に対

装置－ 装置－ 応

第２－９部：温度検出 第２－９部：温度検出

制御装置の個別要求事 制御装置の個別要求事

項 項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-10(2006) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-10(1991),
-10(H23 る用途の自動電気制御 0-2-10:201 に対応 -10(H20 る用途の自動電気制御 0-2-10:200 Amd.No.1(1994),Amd.
) 装置－ 0 ) 装置－ 4 No.2(2001)に対応

第２－１０部：モータ 第２－１０部：電気駆



起動リレーの個別要求 動モータ起動リレーの

事項 個別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-11(2006) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-11(1993),
-11(H23 る用途の自動電気制御 0-2-11:201 に対応 -11(H20 る用途の自動電気制御 0-2-11:200 Amd.No.1(1994),Amd.
) 装置－ 0 ) 装置－ 4 No.2(1997)に対応

第２－１１部：エネル 第２－１１部：エネル

ギー調整器の個別要求 ギー調整器の個別要求

事項 事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-12(2005) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-12(1993),
-12(H23 る用途の自動電気制御 0-2-12:201 に対応 -12(H20 る用途の自動電気制御 0-2-12:200 Amd.No.1(1995)に対

) 装置－ 0 ) 装置－ 4 応

第２－１２部：電動式 第２－１２部：電気作

ドアロックの個別要求 動ドアロックの個別要

事項 求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-13(2006) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-13(1995),
-13(H23 る用途の自動電気制御 0-2-13:201 に対応 -13(H20 る用途の自動電気制御 0-2-13:200 Amd.No.1(1997),Amd.
) 装置－ 0 ) 装置－ 4 No.2(2000)に対応

第２－１３部：湿度検 第２－１３部：湿度検

出制御装置の個別要求 知制御装置の個別要求

事項 事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-14(1995), J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-14(1995),
-14(H23 る用途の自動電気制御 0-2-14:201 Amd.No.1(2001),Amd. -14(H20 る用途の自動電気制御 0-2-14:200 Amd.No.1(2001)に対

) 装置－ 0 No.2(2007)に対応 ) 装置－ 4 応

第２－１４部：電気ア 第２－１４部：電気ア

クチュエータの個別要 クチュエータの個別要

求事項 求事項



J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-15(2008) J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IIEC 60730-2-15(1994)
-15(H23 る用途の自動電気制御 0-2-15:201 に対応 -15(H20 る用途の自動電気制御 0-2-15:200 ,Amd.No.1(1997)に対

) 装置－ 0 ) 装置－ 4 応

第２－１５部：自動電 第２－１５部：ボイラ

気式の空気流量，水流 ー用のフロート又は電

量及び水位検出制御装 極式の自動電気水位検

置の個別要求事項 知制御装置の個別要求

事項

（削除） J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-16(1995),
-16(H20 る用途の自動電気制御 0-2-16:200 Amd.No.1(1997),Amd.
) 装置－ 4 No.2(2001)に対応

第２－１６部：家庭用

及びこれに類するフロ

ート式自動電気水位作

動制御装置の個別要求

事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-17(1997), J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-17(1997),
-17(H23 る用途の自動電気制御 0-2-17:201 Amd.No.1(2000),Amd. -17(H20 る用途の自動電気制御 0-2-17:200 Amd.No.1(2000)に対

) 装置－ 0 No.2(2007)に対応 ) 装置－ 4 応

第２－１７部：機械的 第２－１７部：ガスバ

要求事項を含む電動式 ルブの個別要求事項

ガスバルブの個別要求

事項

（削除） J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-18(1997)
-18(H20 る用途の自動電気制御 0-2-18:200 に対応

) 装置－ 4



第２－１８部：水流量

及び空気流量検出制御

装置の個別要求事項

J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-19(1997), J60730-2 家庭用及びこれに類す JIS C 973 IEC 60730-2-19(1997),
-19(H23 る用途の自動電気制御 0-2-19:201 Amd.No.1(2000),Amd. -19(H20 る用途の自動電気制御 0-2-19:200 Amd.No.1(2000)に対

) 装置－ 0 No.2(2007)に対応 ) 装置－ 4 応

第２－１９部：機械的 第２－１９部：オイル

要求事項を含む電動式 バルブの個別要求事項

オイルバルブの個別要

求事項

J60745-1 （略） J60745-1 （略）

(H22) (H22)

～ ～

J60838-2 （略） J60838-2 （略）

-1(H20) -1(H20)

J60884-1 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-1(2002),A J60884-1 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-1(2002)に
(H23) る用途のプラグ及びコ 2-1:2010 md.No.1(2006)に対応 (H20) る用途のプラグ及びコ 2-1:2007 対応

ンセント－ ンセント－

第１部：一般要求事項 第１部：通則

J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-1(2006) J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-1(1987)
-1(H23) る用途のプラグ及びコ 2-2-1:2010 に対応 -1(H20) る用途のプラグ及びコ 2-2-1:2007 に対応

ンセント－ ンセント－

第２－１部：ヒューズ 第２－１部：ヒューズ

付きプラグの個別要求 付きプラグの個別要求

事項 事項



J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-2(2006) J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-2(1989)
-2(H23) る用途のプラグ及びコ 2-2-2:2010 に対応 -2(H20) る用途のプラグ及びコ 2-2-2:2007 に対応

ンセント－ ンセント－

第２－２部：機器用コ 第２－２部：機器用コ

ンセントの個別要求事 ンセントの個別要求事

項 項

J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-3(2006) J60884-2 家庭用及びこれに類す JIS C 828 IEC 60884-2-3(1989)
-3(H23) る用途のプラグ及びコ 2-2-3:2010 に対応 -3(H20) る用途のプラグ及びコ 2-2-3:2007 に対応

ンセント－ ンセント－

第２－３部：固定配線 第２－３部：固定配線

用のインターロックを 用インターロックをも

もたないスイッチ付き たないスイッチ付きコ

コンセントの個別要求 ンセントの個別要求事

事項 項

J60884-2 （略） J60884-2 （略）

-5(H20) -5(H20)

～ ～

J61347-2 （略） J61347-2 （略）

-10(H20 -10(H20
) )

J61347-2 ランプ制御装置－ JISC8147- IEC 61347-2-11(2001) （新設）

-11(H23 第２－１１部：照明器 2-11:2005 に対応

) 具用のその他の電子回

路の個別要求事項

J61347-2 （略） J61347-2 （略）

-12(H21 -12(H21



) )
～ ～

J8528-8( （略） J8528-8( （略）

H16) H16)

※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。 ※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。

表２．～表５． （略） 表２．～表５． （略）

別紙６～別紙１０３ （略） 別紙６～別紙１０３ （略）

（削除） 別紙１０４ Ｊ６０３３５－２－Ｊ２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全 パート２：電気こたつの個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙１０５ Ｊ６０３３５－２－Ｊ３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全 パート２：ハードあんかの個別要

求事項 （略）

別紙１０６～別紙１０９ （略） 別紙１０６～別紙１０９ （略）

（削除） 別紙１１０ Ｊ６０４００（Ｈ１４） 蛍光灯用ソケット及びグロー

スタータソケット （略）

別紙１１２～別紙１１６ （略） 別紙１１２～別紙１１６ （略）

（削除） 別紙１１７ Ｊ６０５９８－２－１（Ｈ１４） 照明器具 パート２

：個別要求事項 セクション１：定着灯器具 （略）

（削除） 別紙１１８ Ｊ６０５９８－２－２（Ｈ１４） 照明器具 パート２



：個別要求事項 セクション２：埋込型照明器具

別紙１１９ （略） 別紙１１９ （略）

（削除） 別紙１２０ Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ１４） 照明器具 パート２

：個別要求事項 セクション４：一般用移動灯器具 （略

）

（削除） 別紙１２１ Ｊ６０５９８－２－５（Ｈ１４） 照明器具 パート２

：個別要求事項 セクション５：投光器 （略）

別紙１２２～別紙１２６ （略） 別紙１２２～別紙１２６ （略）

（削除） 別紙１２７ Ｊ６０５９８－２－１９（Ｈ１４） 照明器具 パート

２：個別要求事項 セクション19：空調照明器具（安全要

求事項） （略）

別紙１２８～別紙２０６ （略） 別紙１２８～別紙２０６ （略）


